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市
・
道
民
税
の
特
別
徴
収
の
完
全

指
定
お
よ
び
給
与
支
払
報
告
書

（
総
括
表
）の
送
付
に
つ
い
て

　

事
業
主
は
、
地
方
税
法
の
規
定
に
よ

り
、
従
業
員
の
個
人
住
民
税
を
特
別
徴

収
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

●
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は

　

所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
、
従

業
員
の
個
人
住
民
税
を
毎
月
の
給
与
か

ら
天
引
き
し
、市
に
納
入
す
る
制
度
で
す
。

●
対
象
の
事
業
所
に
つ
い
て

　

特
別
徴
収
を
実
施
す
る
義
務
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
事
業
所
に
は
、
11
月
中
に

総
括
表
を
送
付
し
ま
す
。
従
業
員
の
給

与
支
払
報
告
書（
個
人
別
明
細
書
）と
と

も
に
提
出
し
、
令
和
７
年
度
か
ら
の
特

別
徴
収
に
対
応
し
て
い
た
だ
く
よ
う
準

備
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
総
括
表
が
届
い
て
い
な
い
事

業
所
に
つ
い
て
も
、
従
業
員
に
市
・
道

民
税
が
課
税
さ
れ
る
場
合
に
は
、
原
則

特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
り
市
・
道
民
税

を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

提
出
先　

令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
従

業
員
の
住
民
登
録
が
あ
る
市
町
村

提
出
期
限　

令
和
７
年
１
月
31
日
㈮

問
税
務
課
℡
28
―
８
０
１
９

税
を
考
え
る
週
間

　

11
月
11
日
㈪
か
ら
17
日
㈰
ま
で
は「
税

を
考
え
る
週
間
」で
す
。
市
民
の
皆
さ

ス
タ
ー
ト
し
た「
書
か
な
い
窓
口
」や

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
に
つ
い
て
、
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

な
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
の
た
め
、

ア
ン
ケ
ー
ト
へ
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

※「
書
か
な
い
窓
口
」…
…
来
庁
者
の
用

件
を
確
認
し
な
が
ら
職
員
が
申
請
書
を

作
成
支
援
す
る
こ
と
で
、
書
類
を
書
く

手
間
を
な
く
し
ま
す
。

回
答
方
法　

二
次
元
コ
ー

ド
か
ら「
窓
口
利
用
満
足

度
ア
ン
ケ
ー
ト
」へ
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

問
総
務
課
デ
ジ
タ
ル
推
進
室
℡
28
―
８

０
１
０

11
月
９
日
は「
１
１
９
番
の
日
」

●
あ
な
た
は
正
し
く
１
１
９
番
通
報
で

き
ま
す
か
？

　

自
宅
が
火
事
に
な
っ
た
り
、
身
内
の

人
が
急
に
倒
れ
た
り
し
て
し
ま
う
と
、

気
が
動
転
し
正
確
に
１
１
９
番
通
報
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

実
際
に
、
自
宅
の
住
所
が
言
え
ず
、

間
違
え
て
伝
え
て
し
ま
う
通
報
も
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に「
住
所
・

名
前
・
電
話
番
号
・
目
印
と
な
る
建
物
」

な
ど
を
書
い
た
メ
モ
を
ご
家
庭
の
見
や

す
い
場
所
に
貼
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
火
災
・
災
害
の
お
問
い
合
わ

せ
や
当
番
病
院
の
ご
案
内
は
、
専
用
番

号
を
用
意
し
て
い
ま
す
の
で
ご
活
用
く

ん
に
税
の
意
義
や
役
割
に
つ
い
て
の
理

解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
、
税
の
無
料

相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

●
税
の
無
料
相
談
会

日
時　

11
月
13
日
㈬　

10
時
〜
12
時
、

13
時
〜
15
時

場
所　

市
役
所
３
階　

３
０
１
会
議
室

相
談
員　

市
内
税
理
士

対
象
税
目　

所
得
税
、
相
続
税
、
贈
与

税●
電
話
に
よ
る
無
料
相
談

日
時　

11
月
15
日
㈮　

10
時
〜
15
時

相
談
先　

市
内
各
税
理
士
事
務
所

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
滝
川
税
務
署
℡
22
―
２
１
９
１

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の

試
験
放
送
が
流
れ
ま
す

　

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー

ト
）の
全
国
一
斉
情
報
伝
達
試
験
が
実

施
さ
れ
ま
す
。

　

Ｆ
Ｍ
な
か
そ
ら
ち（
Ｆ
Ｍ
Ｇ
’Ｓ
ｋ
ｙ

／
77
・
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
）の
電
波
を
介
し
て
、

試
験
放
送
が
流
れ
ま
す
。
専
用
の
自
動

起
動
ラ
ジ
オ
を
お
持
ち
の
方
は
、
試
験

放
送
実
施
時
に
自
動
的
に
ラ
ジ
オ
が
起

動
し
ま
す
の
で
、
音
声
が
聞
こ
え
る
か

を
確
認
で
き
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
ラ

ジ
オ
の
受
信
状
況
な
ど
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

日
時　

11
月
20
日
㈬　

11
時

放
送
情
報　
「
こ
れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の

テ
ス
ト
で
す
」×
３
回

問
防
災
危
機
対
策
課
℡
28
―
８
０
０
３

だ
さ
い
。

○
火
災
・
災
害
問
い
合
わ
せ

 

℡
22
―
２
２
２
２

○
当
番
病
院
案
内
ダ
イ
ヤ
ル

 

℡
22
―
２
２
９
９

問
消
防
本
部
通
信
指
令
課
℡
74
―
４
８

２
４裁

判
員
候
補
者
へ

通
知
が
送
付
さ
れ
ま
す

　

11
月
以
降
に
裁
判
所
か
ら
令
和
７
年

度
の
裁
判
員
候
補
者
に
対
し
て
、「
裁
判

員
候
補
者
名
簿
へ
の
記
載
の
お
知
ら
せ
」

が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
名
簿
は
、
選
挙
権
を
有
す
る
国

民
の
中
か
ら
く
じ
で
選
ば
れ
た
方
が
登

録
さ
れ
る
も
の
で
、
裁
判
所
ご
と
に
作

成
さ
れ
ま
す
。
滝
川
市
で
は
46
人
の
方

が
登
録
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、
こ
の
お

知
ら
せ
が
届
い
て
も
、
す
ぐ
に
裁
判
所

に
お
越
し
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　

今
後
、
具
体
的
な
事
件
ご
と
に
、
名

簿
の
中
か
ら
裁
判
員
候
補
者
を
く
じ
で

選
定
し
、
改
め
て
裁
判
所
か
ら
通
知
が

送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
札
幌
地
方
裁
判
所
℡
０
１
１
―
２
９

０
―
２
３
７
３

滝
川
市
内
線
冬
ダ
イ
ヤ
に
つ
い
て

　

北
海
道
中
央
バ
ス
㈱
が
運
行
す
る
バ

ス
路
線「
滝
川
市
内
線
」は
、
12
月
か
ら

以
下
の
と
お
り
の
運
行
と
な
り
ま
す
。

福
祉
除
雪
サ
ー
ビ
ス
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

65
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯
、
重
度
身

体
障
が
い
者
世
帯
で
、
身
体
的
理
由
な

ど
に
よ
り
除
雪
を
行
う
こ
と
が
困
難
な

世
帯
を
対
象
に
除
雪
を
行
い
ま
す
。

事
業
内
容　

市
道
の
除
雪
が
入
っ
た
日

に
１
回
の
み
、
玄
関
か
ら
道
路
ま
で
の

避
難
通
路
を
確
保
す
る
事
業
で
す
。

利
用
料　

介
護
保
険
料
の
段
階
に
応
じ

て
決
定
し
ま
す（
月
額
１
、２
５
０
円
〜

５
、０
０
０
円
）。

実
施
期
間　

12
月
〜
令
和
７
年
３
月
末

申
込
方
法　

窓
口
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※
自
宅
か
ら
３
０
０
メ
ー
ト
ル
以
内
に

お
子
さ
ん
が
お
住
ま
い
の
方
は
利
用
で

き
ま
せ
ん
。

※
車
庫
前
は
対
象
外
で
す
。

問
介
護
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
８

ご
み
処
理
手
数
料
・

し
尿
処
理
手
数
料
の
福
祉
減
額

　

市
で
は
次
の
世
帯
を
対
象
に
、
ご
み

処
理
手
数
料
・
し
尿
処
理
手
数
料
の
福

祉
減
額
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
ご
み
処
理
手
数
料
に
つ
い

て
は
、
令
和
６
年
度
未
申
請
の
方
に
限

り
ま
す
。

減
額
対
象
世
帯　

○
生
活
保
護
世
帯

各
停
留
所
の
時
刻
は
、
11
月
中
旬
に
北

海
道
中
央
バ
ス
㈱
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

滝川市内線冬ダイヤ（12月～）

滝川駅前　発

平日
土・日曜日
祝日

６時 20分

７時 15分 45分

８時～19時 毎時45分 毎時45分

※
右
記
の
ほ
か
、
平
日（
滝
川
西
高
等

学
校
の
冬
休
み
期
間
を
除
く
）の
み
、

滝
川
駅
前
８
時
10
分
発
西
高
正
門
前
行

き
直
行
便
を
運
行
し
ま
す（
途
中
の
停

留
所
に
は
止
ま
り
ま
せ
ん
）。

問
企
画
課
℡
28
―
８
０
０
４
、
北
海
道

中
央
バ
ス
滝
川
営
業
所
℡
24
―
６
１
９

１検
察
審
査
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
「
交
通
事
故
、
サ
ギ
な
ど
の
被
害
に

遭
っ
た
の
に
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を

裁
判
に
か
け
て
く
れ
ず
、
ど
う
し
て
も

納
得
で
き
な
い
」こ
の
よ
う
な
方
の
た

め
に
、
検
察
官
の
不
起
訴
処
分
が
正
し

か
っ
た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
機
関
と

し
て
、「
検
察
審
査
会
」が
あ
り
ま
す
。

11
人
の
審
査
員
が
審
査
を
し
、
秘
密
は

固
く
守
ら
れ
ま
す
。

○
70
歳
以
上
の
単
身
世
帯
で
、
令
和
６

年
度
の
市
民
税
が
非
課
税
の
世
帯

◯
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法

に
よ
る
母
子
家
庭
ま
た
は
父
子
家
庭
で
、

次
の
ア
〜
エ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

子
を
扶
養
し
て
い
る
令
和
６
年
度
の
市

民
税
が
非
課
税
ま
た
は
均
等
割
の
み
課

税
の
世
帯

ア　

満
20
歳
未
満
の
子　

イ　

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２

級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
子　

ウ　

療
育
手
帳
Ａ
判
定
の
交
付
を
受
け

て
い
る
子　

エ　

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

の
交
付
を
受
け
て
い
る
子

※
市
税
、
し
尿
処
理
手
数
料
の
完
納
が

条
件
と
な
り
ま
す
。

※
ご
み
処
理
手
数
料
は
、
対
象
と
な
る

月
数
分
の
ご
み
袋
を
交
付
し
ま
す
が
、

条
件
に
よ
り
申
請
時
に
お
渡
し
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
３

歳
末
た
す
け
あ
い
見
舞
金
の
申
請

　

滝
川
市
共
同
募
金
委
員
会
が
実
施
す

る「
歳
末
た
す
け
あ
い
募
金
運
動
」に
寄

せ
ら
れ
た
善
意
を
、
歳
末
た
す
け
あ
い

見
舞
金
と
し
て
、
高
齢
者
な
ど
の
介
護

を
し
て
い
る
世
帯
や
重
度
の
心
身
障
が

い
児
が
い
る
世
帯
、
そ
の
ほ
か
さ
ま
ざ

ま
な
事
情
か
ら
経
済
的
に
お
困
り
の
世

帯
へ
贈
呈
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
折
り
込
み
の「
ふ
れ
あ
う

社
会
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
審
査
の
申
し
立
て
や
相
談
に

費
用
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

◆
検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た
ら
ご
協
力

を
　

検
察
審
査
員
は
、
選
挙
権
を
有
す
る

国
民
の
中
か
ら
く
じ
で
選
ば
れ
ま
す
。

検
察
審
査
員
に
選
ば
れ
た
と
き
は
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
岩
見
沢
検
察
審
査
会
事
務
局
℡
０
１

２
６
―
22
―
６
６
５
０

砂
川
市
立
病
院
は
、
紹
介
受
診
重

点
医
療
機
関
に
な
り
ま
し
た

　

紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
と
は
、
か

か
り
つ
け
医
か
ら
の
紹
介
状
を
持
っ
て

受
診
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
い
た
医
療

機
関
で
す
。

　

現
在
、
紹
介
状
を
持
参
さ
れ
ず
に
受

診
し
た
場
合
、「
初
診
時
選
定
療
養
費
」

を
徴
収
し
て
い
ま
す
が
、
９
月
１
日
に

紹
介
受
診
重
点
医
療
機
関
に
な
っ
た
こ

と
に
よ
り
、令
和
7
年
１
月
１
日
か
ら
、

紹
介
状
を
持
参
さ
れ
ず
に
受
診
す
る
場

合
、選
定
療
養
費
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

初
診
時
選
定
療
養
費

◯
内
科
・
精
神
科
・
呼
吸
器
内
科
・
消

化
器
内
科
・
循
環
器
内
科
・
耳
鼻
咽
喉

科　

７
、７
０
０
円

◯
歯
科
口
腔
外
科　

５
、５
０
０
円

◯
そ
の
他
の
科　

徴
収
し
ま
せ
ん
。

再
診
時
選
定
療
養
費

◯
内
科
・
精
神
科
・
呼
吸
器
内
科
・
消

化
器
内
科
・
循
環
器
内
科
・
耳
鼻
咽
喉

科　

３
、３
０
０
円

問
社
会
福
祉
協
議
会
℡
22
―
２
３
９
７

市
民
向
け
健
康
づ
く
り
講
座

「
睡
眠
と
睡
眠
薬
に
つ
い
て
」

　
「
な
か
な
か
寝
付
け
な
い
」「
夜
中
に

起
き
て
し
ま
う
」な
ど
の
辛
い
症
状
で

睡
眠
薬
を
使
っ
て
い
る
方
に
、
よ
り
安

全
で
、
よ
り
効
果
的
な
睡
眠
薬
の
使
い

方
を
薬
剤
師
か
ら
お
話
し
ま
す
。

　

睡
眠
薬
を
使
用
し
て
い
な
く
て
も
、

知
っ
て
お
く
と
役
立
つ
情
報
を
学
べ
ま

す
。

日
時　

11
月
28
日
㈭　

13
時
30
分
〜
14

時
30
分

場
所　

農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

講
師　

出で

渕ぶ
ち

史ふ
み

典の
り

さ
ん（
滝
川
薬
剤
師

会
／
え
べ
お
つ
調
剤
薬
局　

薬
剤
師
）

対
象　

市
民
の
方

定
員　

40
人

料
金　

無
料

持
ち
物　

筆
記
用
具

申
込
期
限　

11
月
20
日
㈬

申
込
方
法　

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
℡
28
―
８

０
４
５

「
書
か
な
い
窓
口
」ア
ン
ケ
ー
ト
へ

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

１
月
か
ら
市
役
所
や
江
部
乙
支
所
で

◯
歯
科
口
腔
外
科　

２
、０
９
０
円

◯
そ
の
他
の
科　

徴
収
し
ま
せ
ん
。

問
砂
川
市
立
病
院
℡
54
―
２
１
３
１

美
術
自
然
史
館
・

こ
ど
も
科
学
館
の
冬
期
休
館

　

美
術
自
然
史
館
、
こ
ど
も
科
学
館
は

資
料
整
理
な
ど
館
内
作
業
の
た
め
、
次

の
日
程
で
休
館
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
ど
も
科
学
館
は
冬
期
休
館

中
も
第
２
・
第
４
土
・
日
曜
日
は
開
館

し
、「
月
イ
チ
リ
カ
室
」も
こ
れ
ま
で
ど

お
り
開
催
し
ま
す
。

休
館
期
間　

12
月
１
日
㈰
〜
２
月
28
日

㈮問
美
術
自
然
史
館
℡
23
―
０
５
０
２

滝
川
ふ
れ
愛
の
里
臨
時
休
館

　

滝
川
ふ
れ
愛
の
里
は
、
11
月
25
日
㈪

〜
29
日
㈮
ま
で
、
機
械
設
備
等
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
の
た
め
休
館
し
ま
す
。

問
滝
川
ふ
れ
愛
の
里
℡
26
―
２
０
０
０

今
月
納
期
の
税
・
料
金

国
民
健
康
保
険
税（
６
期
分
）

介
護
保
険
料（
６
期
分
）

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料（６

期
分
）

下
水
道
受
益
者
負
担
金
・
分
担
金

（
３
期
分
）

個
別
排
水
処
理
分
担
金 （
３
期
分
）

問
税
務
課
℡
28
―
８
０
２
１

講・催 募　集福　祉福　祉 生　活生　活健　康健　康その他その他 スポーツ講・催 募　集その他その他 スポーツ健　康 福　祉 生　活


